
（令和３年１月８日現在）

法人名称 主たる事務所の所在地 取消しの原因となる事実 根拠法令 取消年月日

1 特定非営利活動法人としょかん文庫やさん 北九州市小倉南区葛原本町四丁目１番５号 事業報告等を３年以上未提出 法第４３条第１項 令和2年6月11日

2 特定非営利活動法人人権オンブズ福岡 北九州市若松区二島二丁目３番４７号 事業報告等を３年以上未提出 法第４３条第１項 令和2年6月11日

3 特定非営利活動法人ほのぼの生活 北九州市八幡西区日吉台二丁目１２番５－６０５号 事業報告等を３年以上未提出 法第４３条第１項 令和3年1月8日

4 NPO法人九州・山口産業遺産協議会 北九州市小倉北区浅野三丁目８番１号 事業報告等を３年以上未提出 法第４３条第１項 令和3年1月8日

5 特定非営利活動法人アジアの友文化協会 北九州市小倉北区京町四丁目６番１８－４０７号 事業報告等を３年以上未提出 法第４３条第１項 令和3年1月8日

6 特定非営利活動法人フラップ・プライドフットボールクラブ 北九州市小倉南区中貫一丁目１１番５１号 事業報告等を３年以上未提出 法第４３条第１項 令和3年1月8日
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